
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長

委　員

委　員

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 1 件

　　・審議件数 1 件

　　　　うち低入札価格調査の対象となったもの 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 15 件

　　・審議件数 8 件

　　　　うち、契約金額が500万円以上の案件 1 件

　　　　うち、参加者が一者しかいないもの 1 件

　　　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの 0 件

　　　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 1 件

　　・審議件数 1 件

　　　　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの 1 件

　　　　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応札者）が１者しかいないもの 0 件

　　　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの 0 件

　　　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの 0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

別紙1

石川労働局公共調達監視委員会設置要綱第６条の規定により抽出

　　　　　　　　　　　　　公共調達監視委員会活動状況報告書　　　　　　　　　　　　　　

石川労働局

令和７年３月１９日（水）１３時３０分～１５時１０分

審査の結果適正と判断された。

令和６年５月１日から令和６年１２月３１日　契約締結分

西井　繁　　　弁護士

塚崎　俊博　　公認会計士（リモート参加）

村上　慎司　　金沢大学講師（リモート参加）



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕

番
号

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 応札者数 備　考

公共調達審査
会

審議結果状況
（所見）

公共調達監
視委員会

審議結果状
況（所見）

1
金沢公共職業安定所津幡分室 止水板
設置工事

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年11月11日
金沢市金石西一丁目２番１
０号
加賀建設株式会社

7220001001976 一般競争入札 4,136,000 4,015,000 97.1% 2 所見なし 所見なし

2

3

4

5

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕

番
号

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由（企画競
争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査
会

審議結果状況
（所見）

公共調達監
視委員会

審議結果状
況（所見）

1 （該当なし）

2

3

4

5

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕

番
号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 応札者数 備考

公共調達審査
会　　　　　審議

結果状況
（所見）

公共調達監
視委員会

審議結果状
況（所見）

1
令和６年度　文書廃棄処理業（石川地
区）（単価契約）（共同調達）

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年5月17日
金沢市近岡町795番地
株式会社　越村商店

3220001009750
一般競争入札（最低価

格落札方式）
2,189,770 2,189,770 100.0% 2 所見なし 所見なし

2
各公共職業安定所で使用する丁合機の
購入

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年6月7日
金沢市福増町北1300番地
デュプロ北陸　株式会社

5220001004460
一般競争入札（最低価

格落札方式）
2,202,640 2,145,000 97.4% 2 所見なし

3
令和６年度　石川労働局及び各署所用封
筒印刷作製

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年6月7日
金沢市駅西本町5丁目2番1
号
小西紙店印刷所

無し
一般競争入札（最低価

格落札方式）
1,594,450 1,285,570 80.6% 2 所見なし

4
令和６～１０年度　石川労働局の業務用
自動車賃貸借業務一式

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年6月24日
港区芝5丁目34番7号
三菱オートリース株式会社

2010401028728
一般競争入札（総合評

価落札方式）
9,799,999 7,998,760 81.6% 2 所見なし

5
令和６年能登半島地震に係る管内監督
指導・パトロール用レンタカーの借上げ

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年7月11日

横浜市西区高島一丁目1番
1号
日産カーレンタルソリュー
ション

4040001013464
一般競争入札（最低価

格落札方式）
2,646,270 2,604,800 98.4% 2 所見なし

6 ファン付き作業着の購入（監督課）

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年8月2日
大野市日吉町5-21
ホウジツ　株式会社

7210001018039
一般競争入札（最低価

格落札方式）
1,159,400 932,382 80.4% 3 所見なし 所見なし

7
令和６年度　年度後半における集中的な
就職面接会事業」に係る一般競争入札の
実施について

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年9月10日
金沢市問屋町１丁目２０番
地
ウィルフラップ　株式会社

7220001010795
一般競争入札（最低価

格落札方式）
2,985,103 2,750,000 92.1% 1

8
ハローワークの業務のオンライン化に伴
う環境の整備（通信回線の提供）

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年9月20日
港区赤坂4丁目2番１９号
株式会社　トレミール

4010401073648
一般競争入札（最低価

格落札方式）
7,105,725 4,952,475 69.7% 2 所見なし

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕

番
号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競
争等の別（総合評価の

実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 応札者数 備考

公共調達審査
会　　　　　審議

結果状況
（所見）

公共調達監
視委員会

審議結果状
況（所見）

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

9
①金沢公共職業安定所求人事業所訪問
及び②津幡分室庶務業務で使用するレ
ンタカーの借上げ

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年9月20日

福井市大宮１丁目11番３８
号
ニッポンレンタカー北陸　株
式会社

5210001002614
一般競争入札（最低価

格落札方式）
827,750 665,830 80.4% 3 所見なし

10
輪島所で使用する書類保管庫および加
賀所で使用する消耗品の購入

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年11月1日
金沢市広岡2-1-14
株式会社　島田商会

5220001003363
一般競争入札（最低価

格落札方式）
1,848,000 1,719,300 93.0% 4 所見なし

11
ハローワークの業務のオンライン化に伴
う環境の整備（機器等の調達及び端末管
理等業務一式）

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年11月18日
金沢市問屋町1－57
株式会社　ほくつう

6220001006381
一般競争入札（最低価

格落札方式）
13,952,301 13,933,920 99.9% 1 所見なし

12
石川障害者職業能力開発校で使用する
パソコン等の賃貸借一式

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年11月14日
金沢市問屋町2-20
株式会社　丸菱

7220001006769
一般競争入札（最低価

格落札方式）
6,348,100 6,292,000 99.1% 1 所見なし 所見なし

13
令和６年度　消耗品等（単価契約以外）
の購入

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年12月10日
金沢市玉鉾3丁目5番地
株式会社　創文堂

7220001003766
一般競争入札（最低価

格落札方式）
2,604,874 2,484,130 95.4% 3 所見なし 所見なし

14
石川労働局管内各施設で使用する備品
等の購入

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年12月13日
金沢市玉鉾3丁目5番地
株式会社　創文堂

7220001003766
一般競争入札（最低価

格落札方式）
4,402,992 4,278,560 97.2% 3 所見なし

15
金沢所で使用するカウンター等備品の購
入

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年12月27日
金沢市玉鉾3丁目5番地
株式会社　創文堂

7220001003766
一般競争入札（最低価

格落札方式）
9,855,670 9,669,000 98.1% 1 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕

番
号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争

又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達審査
会

審議結果状況
（所見）

公共調達監
視委員会

審議結果状
況（所見）

1

「雇用調整助成金（能登半島 地震豪雨・
半島過疎臨時特例）（仮称）及び産業雇
用安定助成金（災害特例人材確保支援
コース）（仮称）」の周知のための新聞広
告掲載

石川労働局
支出負担行為担当官
秋葉　大輔
石川県金沢市西念3丁
目4番1号

令和6年12月18日
金沢市南町２－１
株式会社　北國新聞社

8220001006256

本年末で終了する雇用調整助成金（能登半島地震特例）に引き続き
創設される雇用調整助成金（能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特
例）（仮称）及び産業雇用安定助成金（災害特例人材確保支援コー
ス）（仮称）の周知広報のため、北國新聞に公告を掲載するもの。
より広く周知を行う趣旨と予算額を勘案し、発行部数の多い北國新聞
を選定した。
よって、本件は会計法第２９条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」に該当するものであり、株式会社北國新聞社と
随意契約を行ったものである。

2,662,946 2,662,946 100.0% - 所見なし 所見なし

2 -

3 -

4 -

5 -

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。　

　②　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　③　競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（１者の場合は「１者」、２者の場合は「２者」と付すこと。）。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）



令和６年度 第 2 回 公共調達監視委員会議事録 

 

日 時：令和 7 年 3 月 19 日（水） 13 時 30 分～15 時 10 分 

場 所：石川労働局 ５階会議室 

出 席：西井委員長、塚崎委員（リモート）、村上委員（リモート） 

事 務 局 (秋葉総務部長、木津総務課長、今井会計第２係長、 

     酒井係員、山本係員） 

司会（山崎総務課長補佐）  

 

１ 開会  

挨拶：総務部長 

 

 総務部長を務めております、秋葉と申します。 

本日はお忙しいところ公共調達監視委員会に出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

3 名の委員の方々におかれましては、先般、引き続き委員の就任にご承諾をいただきまし

て、御礼を申し上げます。 

国の予算執行については透明性確保、適正執行、コスト削減が求められており、会計処理、

公共調達については会計検査院から全省庁的に厳しくチェックをされているところでござ

います。もし指摘を受けますと国民の行政に対する信用を損なうおそれがあるため、会計処

理にあたっては日頃から積極的に検証を行い、適正な予算執行に努めているところです。 

本日は、10 件の案件について審査対象となっており、ご審議いただいた内容を、今後更

なる適正な処理に活かしてまいりたいと考えていますので、委員の皆様には忌憚のないご

意見をいただければと思います。 

なお、今回から政府の行政文書の電子化の推進の一環として、資料は原則電子データでの

提供とさせていただいております。取り扱いになれない部分もあろうかと思い、ご不便をお

かけするかもしれませんが、ご理解ご協力をいただければ幸いでございます。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２ 委員の紹介 

 

（総務課長補佐） 

 本日ご出席の委員のご紹介をさせていただきます。 

 弁護士の西井 繁 委員です。 

 公認会計士の 塚崎 俊博 委員です。 

金沢大学講師の 村上 慎司 委員です。以上の 3 名の方々でございます。 

申し遅れましたが、私は石川労働局の山崎と申します。 



本委員会の進行につきましては、従来より委員の皆様方にできるだけ審議に専念してい

ただくため、私が進行役を務めさせていただき、委員長に確認を取る形で進めさせていただ

いておりますが、今回も同様でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 

（総務課長補佐） 

ありがとうございます。 

 

第 2 回監視委員会の審議の前に、8 月に開催されました、令和 6 年度第 1 回監視委員会に

おいて、審議案件 2 件についてご意見をいただいておりましたので、事務局から検討結果

等についてご報告をいたします。 

 

まず一つ目です。前回の番号で３－１３「令和 6 年度中小企業小規模事業者に対する働

き方改革推進支援事業（都道府県センター事業）」、それから３－１５「令和 6 年度医療労務

管理支援事業」この 2 件について評価基準の点数配分も含め、点数の数字の根拠、各契約事

業において、数字が統一できるのであれば統一すべきではないかというご意見について、事

務局お願いいたします。  

 

（事務局） 

会計第二係長の今井と申します。本日は年度末のお忙しい中、ご参加いただきましてあり

がとうございます。 

私の方から、前回のご指摘をいただきました件につきまして、前回の委員会の場でもお伝

えしましたが、評価項目及び評価基準は、本省より提示されたものを全国の労働局が共通し

て使っております。  

各事業の配点方法につきまして、厚生労働省の担当部署の担当へ確認しましたところ、各

事業の内容や性質等を勘案しながら事業ごとに定めているため、配点方法が異なっている

ということであり、同一部署であっても別事業であれば配点は異なる場合があるというこ

とで、統一した取り扱いとはなっていないとの回答でした。 

前回の監視委員会の場で、委員の先生からこういった意見があったということは、厚生労

働省の担当部署へお伝えしております。 

 

（総務課長補佐） 

続きまして、二つ目です。３－２２「令和 6 年度七尾地方合同庁舎ほか 7 施設における

機械警備業務委託契約」について、入札ではありますが、随意契約に近い性質のものになっ

ているとのご意見がありました。  



こちらにおいて事務局お願いいたします。 

 

（事務局） 

会計第三係の山本と申します。まず、他の官庁の警備の契約状況についてですが、近県の

労働局を調査したところ、富山労働局、岐阜労働局、長野労働局、滋賀労働局において、一

般競争入札により契約を行い、いずれも一者応札で 1 年契約となっておりました。 

機器の経年劣化についても業者に確認したところ、10 年以上は確実に使用ができ、民間

企業の方ですと、20 年以上使用しているというところも多いとのことでした。 

それを踏まえますと、前回ご意見をいただきました機器取替えのタイミングで入札を行

うという方法につきましては、現実的に難しいのではないかと感じております。 

以上から近県においても入札を行い、一者応札となっている実情はありますが、ご意見を

いただいたとおり、実情は随意契約によっているものであり、今後随意契約による対応が可

能であるか、厚生労働省の担当部署と協議していきたいと考えております。 

 

（総務課長補佐） 

以上の事務局の説明でご了承いただけますでしょうか 

 

（異議なし） 

 

（総務課長補佐） 

ありがとうございます。 

 

３ 委員長選出 

（総務課長補佐） 

委員長の選出につきましては、要綱の第 4 条により、「委員の互選によりこれを選任する

ものとする。」とされておりまして、先般、各委員に互選をお願いしたところ、西井 繁委

員が選任されたことをご報告申し上げます。 

 

（委員） 

よろしくお願いします。 

 

４ 石川労働局公共調達監視委員会設置要綱改正及び概要説明 

（総務課長補佐） 

石川労働局公共調達監視委員会設置要綱につきまして、令和 6 年 10 月に一部改正を行い

ました。 

主な改正内容としましては、設置要綱第 8 条に「審議資料に調達事務に関するチェック

リスト（別紙 1）」を追加したものになります。当局における設置要綱は厚生労働省大臣官



房会計課長通知の「公共調達審査会及び厚生労働省公共調達中央監視委員会の設置及び運

営について」に基づき策定しているものですが、改めて見直しを行ったところ、調達事務に

関するチェックリストを作成して審議を行うという内容が反映されていないことが判明し

たため、改正を行ったものです。今回から各審議資料の最終のページに「調達事務に関する

チェックリスト」を付けております。 

また、要綱の概要につきまして要点を説明いたします。 

第三条により、本委員会の委員は原則 3 名となっており、任期は 1 年間となっておりま

す。また、委員の氏名及び職業は公表することとなっており、石川労働局ホームページにて

掲載させていただくこととなっております。 

第五条により本会議は年二回以上開催することになっております。本日が令和 6 年度の

第二回目で、次回は令和 7 年 8 月頃に開催予定としています。 

本日は令和 6 年 5 月から 12 月の契約分をご審議いただきます。 

第六条により、本日ご審議いただく案件は抽出で 10 件となっております。 

第八条により審議にあたりましては、お配りいたしました契約方法別に契約の相手方や

契約の概要等を記載した調書により事務局がその内容についてご説明申し上げます。 

第九条により委員会は報告の内容または審議した内容に不適切な点、または改善すべき

点があると認めた時は必要に応じ、石川労働局長に対して意見の具申又は勧告を行うこと

ができるとされており、その場合はその内容を速やかに公表することとなっております。 

以上簡単ではありますが、要綱の概要のご説明とさせていただきます。  

 

 

５ 石川労働局公共調達審査会の報告 

（総務課長補佐） 

要綱第２条 2 号に基づき、石川労働局公共調達審査会の報告を事務局よりお願いします。 

 

（事務局：会計第２係長） 

 石川労働局の内部チェック機関であります石川労働局公共調達審査会を本年 2 月 2１日

に開催いたしましたので、その審議結果をご報告申し上げます。 

 

審査対象期間は令和６年 5 月 1 日から同年 12 月 31 日で、審査契約件数は、契約方法別

で 

○公共工事の競争入札によるものが 1 件 

○公共工事の随意契約によるものが ０件 

○物品・役務等の競争入札によるものが １0 件 

○物品・役務等の随意契約によるものが １件 の合計 12 件でした。 

  

この中で審査対象基準は、 



○公共工事では予定価格が２５０万円を超える案件 

○物品の売買及び製造並びに役務では予定価格が１００万円以上の案件 

○物品の借入では予定価格が８０万円以上の案件 

○新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの、企画競争、公募等による場合

の参加者（応募者）が一者しかいないもの、契約の相手方が独立行政法人となったもの

及び委託契約金額に占める再委託金額の割合が１／２を超えるものはすべて対象とな

っています。 

なお、審査会での審査の結果、全て適正と判断されました。 

 

 

６ 審議案件の抽出 

（総務課長補佐） 

 本日の審議案件の抽出について、事務局から説明願います。 

 

（事務局：会計第２係長） 

審議案件につきましては、要綱第６条により、１０件程度、事前に無作為抽出することと

なっております。そのため、委員長に審議案件を抽出していただきました。具体的には、 

 

○公共工事の競争入札分につきましては、№１ 

○物品・役務等の競争入札分につきましては、№１，2，３，５，６，１２，１３、１４ 

 ○物品・役務等の随意契約分につきましては、№１ となりました。 

 この１０件について、ご審議をお願いいたします。 

 

７ 契約案件の審議 

（総務課長補佐） 

それでは、事務局から審議案件の内容について説明いたしますので、１件ごとにご審

議をお願いします。 

まずは公共工事の競争入札によるものから、事務局より審議に必要な事項についてご

説明申し上げた後、その後、委員からのご意見、ご質問を賜りたいと思います。 

では、事務局からの説明をお願いします。 

 

 

（１）公共工事に係る競争入札案件について 

１－１ 金沢公共職業安定所津幡分室 止水板設置工事 

（事務局） 

  本契約は令和５年７月に発生した水害により、当該庁舎内が浸水したため、今後同様の

事態を発生させないための対策として、庁舎正面入口と職員通用口に水の侵入を防ぐ止



水板の設置を行った工事となります。 

予定価格 4,136,000 円に対し、落札金額が 4,015,000 円、落札率は 97.1％となります。 

応札につきましては、今年度、能登半島地震の復興支援関係で工事関係の業者が中々一

般の工事の受注に応じてくれない中、駅西合庁管理室をはじめ、北陸財務局や大阪税関事

務所等と過去に調達実績のある業者について情報共有を行うことによって、声掛けを例

年より積極的に実施し、２社応札という結果となりました。 

 

 委員 ： チェックリストの収集にかかる書面による記録が「該当しない」になっていま

すが、どういうことですか。 

 事務局：確認後、後日、回答させていただいてもよろしいでしょうか。 

委員 ：わかりました。 

 

 

（２）物品・役務等に係る競争入札案件について 

 

３－１ 令和６年度 文書廃棄処理業（石川地区）（単価契約）（共同調達） 

（事務局） 

本契約は、機密性が高い行政文書等の溶解又は裁断処理による廃棄処理業務に係る契約

であり、当局の外、中部管区行政評価局石川行政評価事務所、金沢地方法務局管内、金沢

地方検察庁管内、北陸財務局及び北陸農政局との共同調達を実施しており、当局が幹事と

なっています。 

令和６年３月６日に一般競争入札を行いましたが、予定価格を下回る応札が無かったた

め、不調となり、令和６年５月 17 日に再入札を行い、契約に至りました。 

予定価格が 2,189,770 円に対し落札金額は 2,189,770 円であり、落札率は 100.0％になり

ます。応札は２者でした。 

 

委員 ：この案件もチェックリストの情報収集の書面による記録が該当なしになってい

ますが。 

事務局：この後の事案も同じような表示になっていますが、起案を起こしてから契約す

るまでの経過や、初動の情報収集などの記録は、翌年度のことも考え、メモ等

は残しておりますので、該当しないという表示は誤りで、本来は○になりま

す。 

委員 ：今回が初めての運用になるので、解釈の仕方がずれているのかもしれません

ね。 

 

 



３－２ 各公共職業安定所で使用する丁合機の購入 

（事務局） 

 令和６年能登半島地震により、輪島安定所にて使用していたページセッターが転倒し修

理依頼を行ったところ、部品供給期限が既に終了していることから修理が出来ず、ファイ

ルセッターに関してもページセッターと同時使用するものであり、こちらも部品供給期限

が令和４年３月に終了していることから、今後の故障時には修理が出来ない状況となった

ものです。 

また、羽咋出張所におけるファイルセッター及びページセッターについて、いずれも平

成２７年３月に購入したものであり、部品のメーカー保有期限が令和４年３月をもって経

過しているため、故障時には修理が出来ないため併せて購入したものです。 

 予定価格が 2,202,640 円に対し落札金額は 2,145,000 円となり、落札率 97.4％になりま

した。応札は 2 者でした。 

 

委員 ：予定価格概算書の値引きというのはどういうことですか。 

事務局：通常、入札の場合、２社から参考見積をとります。その見積を積算のとこで反映

させるのですが、業者からの見積が全体から値引きという形になっていました。 

委員 ：なぜこの項目が必要なのでしょうか。数が多いということですか。 

事務局：積算の仕方が業者によっても違うのですが、項目に対しての値引きではなく、全

体の総価に対してこれだけ値引きします、という表示となっていたものです。 

委員 ：全体でどのぐらいお値引きがされているかを示すことが重要なのでしょうか。 

事務局：これはあくまで参考見積になります。個別、個別での予定価格を算定する場合も

ありますが、今回の契約は総価での契約となりますので、この内容で足りまし

た。 

委員 ：卓上丁合機とはどういった構造のものでしょうか。 

事務局：ページセッターとファイルセッターというものがあります。 

従来の印刷機で、例えば 100 枚印刷し、2 ページ目は 100 枚印刷した時にそれぞ

れセットをすることで、ページセッターがページごとに振り分けをしてくれると

いう機械になります。ファイルセッターというのは、それらをホチキス止めして

くれる機械です。  

ハローワークで求人情報を定期的に発行しているのですが、大量に印刷を行うた

め、手作業ではなくこのような機械を使っています。 

委員 ：高性能な機械では印刷とセットしてくれるものもありますが。 

事務局：その機能を分割したイメージです。その方がインクやトナーの単価が安いので、

全体のコストを下げるためにこの機械を使っています。 

委員 ：時代に合わないような気がするのですが。 

事務局：金沢所は対象者が多く、印刷部数も多いので、一度にできる機械を購入したので



すが、その他の地域は部数が少ないので、別々の機械を使っています。 

委員 ：この案件もチェックリストの情報収集のところが該当なしになっているので、確

認してみてください。 

 

 

３－３ 令和６年度 石川労働局及び各署所用封筒印刷作製 

（事務局） 

毎年、局内各課室及び各署所で使用する封筒について所要数を調査しており、在庫等を

考慮した結果、不足する数量の封筒について印刷作製したものです。 

 予定価格が 1,594,450 円に対し落札金額は 1,285,570 円となり、落札率 80.6％になりま

した。応札は 2 者でした。 

 

委員 ：この案件もチェックリストの情報収集のところが該当なしになっています。 

 

 

３－５ 令和６年能登半島地震に係る管内監督指導・パトロール用レンタカーの借り上げ 

（事務局） 

震災に伴う復旧工事等の監督指導、パトロールで陥没や地割れの生じている悪路の走行

が多いこと、また、出張の頻度が増え、七尾署および穴水署に配置している官用車１台で

は業務に支障が生じているため、四輪駆動車の借り上げを行ったものです。 

 予定価格が 2,646,270 円に対し落札金額は 2,604,800 円となり、落札率 98.4％になりま

した。応札は 2 者でした。 

 

委員 ：これはすべて車が出払っているので調達したということですか。 

事務局；七尾監督署にはｅｋワゴンという軽自動車が１台、穴水監督署にはウィングロー

ドが１台それぞれ配置されているのですが、いずれも 10 年ほど経っており、測

定機器などの荷物が載らなかったり、地震の関係で使用する頻度が増えていま

す。また道路状況が悪く、車高の高い車が必要ということで調達を行いました。 

８月～３月までの通し期間での契約、また急遽予算がついて契約することになり

ましたので、四駆のＳＵＶやハイブリッドが用意できないなど、声をかけても辞

退される会社もありました。また、地域的な問題があり、参加できる業者が少な

く、金沢に営業所はあるが、能登地区にはないという業者もいくつかありまし

た。 

２社の応札があり、競争できてよかったと思っています。 

 

 



３－６ ファン付き作業着の購入（監督課） 

（事務局） 

 夏季を中心に熱中症の発生が相次いでおり、労働局及び労働基準監督署において実施す

る令和６年度能登半島地震の解体工事及び復旧・復興工事等建設工事における臨検監督等

を行う際の職員の健康管理の観点から、監督業務に携わる監督官のファン付き作業着を購

入したものになります。 

 予定価格が 1,159,400 円に対し落札金額は 932,382 円となり、落札率 80.4％になりまし

た。応札は 3 者でした。 

 

委員 ：仕様書ではサイズがＳから３Ｌまでありますが、全て同じ単価ですか。 

事務局：全て同じです。 

 

 

３－12 石川障害者職業能力開発校で使用するパソコン等の賃貸借 

（事務局） 

石川障害者職業能力開発校にて使用する、ＯＳのサポート切れに伴う最新版の Windows11

のＯＳを搭載したパソコンやそれに対応するソフトウェア、プリンタトナーの生産終了に伴

う最新のプリンタへの更新等に係る賃貸借契約になります。 

 当初、令和 6 年 9 月 10 日に公告を行いましたが、入札参加予定業者からの問い合わせ

により契約書（案）を訂正し、9 月 27 日に入札を行いましたが、予定価格を下回る応札が

無かったため、不調となりました。 

 不調の要因としては、予算要求の段階で端末本体代金のみでリース費用を見込んでいな

かったことであり、予定価格を大幅に上回る応札となりました。その後、予算額は変更で

きないためパソコンとモニターを 2 台ずつ減らし、10 月 21 日に再公告を行いました。 

 公告後、再度入札参加予定業者から消費税の取扱いに関する問い合わせ及び納入時期の

変更により公告を一旦取り消し、10 月 30 日に再々公告を行いました。 

 最終的には、予定価格が 6,348,100 円に対し落札金額は 6,292,000 円となり、落札率は

99.1％となりました。 

当初の入札では２者からの応札でしたが、再々公告の際には１者からの応札となりまし

た。 

 

委員 ：この価格は１年間借りるための価格ですか。 

事務局：価格は 5 年間の契約を想定しています。令和 11 年 3 月末までの賃貸借期間とな

ります。 

委員 ：一般的に 5 年はパソコンの耐用年数になるかと思いますが、購入よりも賃貸借の

方が良いのですか。 



事務局：本省からの指示によるものですが、耐用年数の関係もあるようです。 

委員 ：貸借期間にＯＳが新しくなった場合、この契約にアップデートなども含まれます

か。 

事務局：アップデートや保守契約などは含まれていません。壊れた場合はその都度修理が

必要になります。 

委員 ：OS が変わると別途追加料金がかかりますか。 

事務局：今回は Windows11 が搭載されたものになります。 

委員 ：Windows11 もリリースされてからしばらく経っているので、５年以内に次のバー

ジョンが販売されるのではないかと思いますが。 

事務局：必要であれば追加の契約になります。 

委員 ：そうなるとトータルで考えた場合、賃貸借と購入のどちらがいいのか検討しても

よいのではないかと思いますが。 

委員 ：一つは民間だとパソコンとその他付属機器をまとめて賃貸借するということはあ

まり聞いたことがない、もう一つは価格が合わず、結果不調になり、台数を減ら

したということで、市場価格とのズレが起きているのでは？ 

事務局：最初の不調の原因は予算不足です。予算要求の段階では通常購入する場合の金額

のみの見積もりをとって予算要求をしました。リースの場合は、購入プラスリー

ス料がかかるので、その分を見込んでおらず、予算が足りない状況になりまし

た。 

    今回は５年間での最終的な入札金額になりますが、単年にすると予算がつきやす

いということも一つの要因ではないかと思います。 

また Windows のサポートは一般的には約５年ということです。５年経過し、す

ぐに変えるかというと、予算がつかないこともあり、サポートが切れてもインタ

ーネットにつながっていないので、もっと長い間使うケースもあります。 

委員 ：本省からリースでと言われているのですよね。本体代金が上がったということも

ありますか。 

事務局：予算は 1 年以上前に要求しています 

委員 ：契約期間を５年ではなく３年にした方がＯＳの切り替えなどがスムーズにできる

可能性もあるので、検討してみては 

 

 

３－13 令和６年度 消耗品等（単価契約以外）の購入 

 

 年間を通じて単価契約を行っている事務用品、日用品以外の品について、各所属より購

入希望を年に一度取りまとめを行い購入しているものになります。 

 予定価格が 2,604,874 円に対し落札金額は 2,484,130 円となり、落札率 95.4％になりま



した。応札は 3 者でした。 

委員 ：特になし 

 

 

３－14 石川労働局管内各施設で使用する備品等の購入 

（事務局） 

 局内各課室及び各署所へ備品購入希望調査を実施し、購入の必要性について検討を行

い、購入したものになります。 

 予定価格が 4,402,992 円に対し落札金額は 4,278,560 円となり、落札率は 97.2％になり

ました。応札は 2 者でした。 

 

委員 ：３－13 と３－14 を別にしているのはなぜですか。 

事務局：３－13 の消耗品につきましても購入の検討は行っておりますが、その上で分けて

いる理由としては、比較的金額が小さい納品のみの消耗品と設置や組み立てが必要

な備品だと、得意不得意な業者があるのではないか？ということもあり、入札を分

けています。 

今後、業者への聞き取りで一本化することが可能であれば検討していきたいと思

います。 

 

 

（３）物品・役務等に係る随意契約案件について 

 

４－１ 「雇用調整助成金（能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例）（仮称）及び産業雇用

調整助成金（災害特例人材確保支援コース）（仮称）」の周知のための新聞広告掲載 

 

令和６年 12 月末で終了した雇用調整助成金（能登半島地震特例）に引き続き創設され

る雇用調整助成金（能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例）及び産業雇用安定助成金

（災害特例人材確保支援コース）の周知広報のため、北國新聞に公告を掲載したものにな

ります。 

より広く周知を行う趣旨と予算額を勘案し、発行部数の多い北國新聞を選定しました。 

 

委員 ：広告の効果はどのように測定していますか。 

事務局：効果については検証していませんが、広告を行った経緯として、能登半島地震

の関係で雇用調整助成金が新たにできることが 12 月中旬の補正予算の成立で確

定し、すぐに説明会を行うことになっていたので、広く周知するため、労働局

のホームページへの掲載と、発行部数の多い北國新聞を選びました。 



それを見て説明会に参加された方は不明ですが、短期間でより広報するためにど

うすれば良いか検討した結果、ホームページに加えて新聞広告を行いました。 

委員 ：新聞購読している人が減っている中、新聞広告に掛ける費用対効果を検証した

ほうがいいのでは、と思いました。 

委員 ：来られた方に何で知りましたか？というアンケートなどを取ってみるとどうで

しょうか。 

事務局：次に活かすため、検討します。 

 

 

８ 意見の具申又は勧告 

（総務課長補佐） 

 本日御審議いただく案件は全て終了いたしました。 

貴重なご意見等を賜りましたこと誠にありがとうございます。 

先にご説明いたしましたとおり、要綱第９条では、報告の内容又は審議した内容に不適切

な点や改善すべき点があると認められた時は、必要に応じ局長に対して意見の具申又は勧

告を行うことが出来ることとなっております。 

本日いただいたご意見等の確認ですが、一つ目は、10 件全てにつきまして、チェックリ

ストの情報収集の概要等について書面にて記録を取っているか、という項目が、該当なしと

なっているという点につきまして、事務局に確認したところ、本来なら丸とすべきであった

ということです。 

 

委員：ここでいう情報とは何かということについて、次回でも結構ですので、内容につい

てお応えできる範囲で教えてください。 

総務課長補佐：次回ご報告させていただきます。 

 

二点目として、３－12 石川障害者職業能力開発校で使用するパソコン等の賃貸借につ

いて、購入する場合と賃貸との場合で、賃貸する場合の優位性が契約の中からは認められな

いので、期間や契約内容において検討すべきではというご意見。 

 

三点目として、４－１「雇用調整助成金（能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例）（仮

称）及び産業雇用調整助成金（災害特例人材確保支援コース）（仮称）」の周知のための新聞

広告掲載について、新聞広告の費用対効果、また効果の測定ができる方法を取り入れてはど

うか、というご意見。 

 

 以上の三点につきまして、次回の監視委員会にてご報告させていただきます。 

要綱第 9 条の意見の具申または勧告等が必要か確認をしたいと考えておりますが。いか

がでしょうか。 



 

委員：次回の監視委員会で結果を報告いただければ結構です。 

 

（総務部長） 

 本日は多くの案件についてご審議を賜り、また多くの貴重なご意見をいただきまして、誠

にありがとうございました。 

 本日頂いたご意見は真摯に受け止め、今後の契約事務に活かさせていただきたいと存じ

ます。 

 

（総務課長補佐） 

本日の結果等につきましては、中央公共調達監視委員会へ報告させていただきますとと

もに、要綱第５条第２項の規定により、議事録等は石川労働局のホームページにて公表させ

ていただきます。 

 

９ 閉会 

 以上をもちまして、令和６年度 第２回石川労働局公共調達監視委員会を終了いたしま

す。本日はお忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございました。 

 

以上 


